
消
防
「
歳
末
特
別
警
戒
」

◆
平
成
26
年
度 

全
国
統
一
防
火
標
語

　

『
も
う
い
い
か
い

　
　

火
を
消
す
ま
で
は　

ま
あ
だ
だ
よ
』

期
間　

12
月
15
日
㈪
〜
31
日
㈬

◆
住
宅
防
火
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

▼
３
つ
の
習
慣

●
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
に
や
め
る
。

●
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か
ら

離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

●
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る
と

き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

▼
４
つ
の
対
策

●
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め

に
、
住
宅
用
火
災
警
報

器
を
設
置
す
る
。

●
寝
具
・
衣
類
お
よ
び
カ

ー
テ
ン
は
、
防
炎
品
を
使
用
す
る
。

●
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
、
住

宅
用
消
火
器
な
ど
を
設
置
す
る
。

●
高
齢
者
や
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る
た

め
、
隣
近
所
の
協
力
体
制
を
つ
く
る
。

◎
期
間
中
、
消
防
車
両
が
警
鐘
を
鳴
ら
し

な
が
ら
巡
回
広
報
を
実
施
し
ま
す
。

問
▼
所
沢
中
央
消
防
署
予
防
指
導
課
☎
２

９
２
９

-

９
１
３
３
▼
所
沢
東
消
防
署

予
防
指
導
課
☎
２
９
９
８

-

１
１
９
２

所
沢
市
消
防
団
歳
末
火
災
特
別
警
戒

期
間
中
、
消
防
車
両
が
警
鐘
を
鳴
ら
し

な
が
ら
巡
回
広
報
を
実
施
し
ま
す
。

期
間　

12
月
28
日
㈰
〜
30
日
㈫

◎
随
時
消
防
団
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
危
機
管
理
課
☎
２
９
９
８

-

９
３
９
９

冬
の
交
通
事
故
防
止
運
動

交
通
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
一
人
一

人
が
安
全
意
識
を
高
め
、
正
し
い
交
通
ル

ー
ル
と
マ
ナ
ー
の
実
践
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

実
施
期
間　

12
月
１
日
㈪
〜
14
日
㈰

重
点
目
標　

▼
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

▼
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進
▼
飲
酒

運
転
の
根
絶
お
よ
び
路
上
寝
込
み
な
ど

に
よ
る
交
通
事
故
防
止
▼
薄
暮
時
の
ラ

イ
ト
点
灯
と
反
射
材
の
着
用
促
進

問
交
通
安
全
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
４
０

西
部
地
区
５
市
統
一
防
犯
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

年
末
年
始
の
犯
罪
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、

街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
、
防
犯
グ

ッ
ズ
な
ど
を
配
布
し
ま
す
。

日
12
月
15
日
㈪
午
後
３
時
30
分
〜
５
時

場
所
沢
駅
西
口

問
防
犯
対
策
室
☎
２
９
９
８

-

９
０
９
０

市
で
は
、
景
観
市
民
活
動
ク
ラ
ブ
（
市

に
登
録
し
、
景
観
ま
ち
づ
く
り
に
自
主
的

に
取
り
組
ん
で
い
る
グ
ル
ー
プ
）
を
中
心

に
市
民
・
事
業
者
が
主
体
と
な
る
身
近
な

景
観
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

季
節
を
楽
し
む
景
観
ま
ち
づ
く
り
展
示
会

さ
ま
ざ
ま
な
企
画
を
用
意
し
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

日
12
月
10
日
㈬
〜
12
日
㈮

場
市
役
所
１

階
市
民
ホ

ー
ル

内
パ
ネ
ル
展

示
、
約
５

ｍ
の
巨
大

モ
ミ
の
木

展
示
、
草

＆
三
富
景
観
ツ
ア
ー

花
な
ど
に
よ
る
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
の
展
示
、

ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
の
展
示
、
東
西
の

代
表
的
な
自
然
景
観
・
歴
史
文
化
景
観

で
あ
る
「
三
富
新
田
」
や
「
狭
山
丘

陵
」
の
ジ
オ
ラ
マ
（
模
型
）
展
示
、
四

季
の
景
観
を
感
じ
る
「
お
散
歩
マ
ッ

プ
」
の
展
示
な
ど

◎
会
場
へ
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
無
料
作
成
体
験
コ
ー
ナ
ー

①
ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス

日
12
月
10
日
㈬
・
11
日
㈭
午
前
11
時
〜
正

午
定
い
ず
れ
の
日
も
申
し
込
み
先
着
７
人

②
ド
ン
グ
リ
ス
ト
ラ
ッ
プ

日
12
月
11
日
㈭
・
12
日
㈮
午
後
１
時
30
分

〜
２
時

定
い
ず
れ
の
日
も
申
し
込
み
先
着
10
人

申
問
12
月
１
日
㈪
か
ら
９
日
㈫
ま
で
に
、

皆
さ
ん
の
善
意

【
愛
の
福
祉
基
金
へ
】
●
所
沢
市
社
交

ダ
ン
ス
を
楽
し
む
会
様
（
５
千
円
）
●

㈱
中
央
管
財
様
（
５
千
円
）
●
殿
村
信

也
様
（
１
万
円
）

【
所
沢
市
緑
の
基
金
へ
】
●
所
沢
地
区

環
境
推
進
員
協
議
会
様
（
３
０
、
７
６

０
円
）

【
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
へ
】
●
駒
崎
敏

郎
様
（
２
０
０
万
円
）

【
柳
瀬
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
へ
】
●

渡
辺
累
子
様
（
三
つ
折
り
フ
ィ
ッ
ト
ネ

ス
マ
ッ
ト
30
枚
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ラ

ダ
ー
２
個
、
移
動
式
得
点
板
２
台
、
扇

風
機
４
台
、
Ｃ
Ｄ
ラ
ジ
カ
セ
２
台
、
ペ

タ
ン
ク
道
具
一
式
、
血
圧
計
２
台
）

【
市
立
保
育
園
へ
】
●
松
本
千
一
様
（
米

１
２
０
㎏
）

※
９
月
16
日
〜
10
月
15
日
の
受
け
付
け

分
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

都
市
計
画
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
９
２

へ
直
接
・
電
話
ま
た
は
市
HP
か
ら
電
子

申
請

三
富
景
観
ツ
ア
ー

日
12
月
14
日
㈰
午

前
９
時
〜
午
後

４
時
30
分

定
申
し
込
み
先
着

20
人

内
三
富
新
田
で
の

農
地
の
見
学
、
雑
木
林
散
策
な
ど

費
２
千
円
程
度

◎
別
途
昼
食
代
が
掛
か
り
ま
す
。

申
問
12
月
１
日
㈪
か
ら
11
日
㈭
ま
で
に
、

都
市
計
画
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
９
２

へ
直
接
・
電
話
ま
た
は
市
HP
か
ら
電
子

申
請

◆住宅ローン控除の延長および控除限度額の拡充
平成25年度税制改正で、住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）

は、居住年の適用期限が25年12月31日から29年12月31日まで４年間延長
されました。また、この内26年４月１日から29年12月31日までに居住し
た場合、控除限度額が拡充されることになりました。
個人住民税は27年度から適用され、控除期間は10年間です。

居住年月日 住宅区分
所得税

個人住民税の
控除限度額借入限度額 各年の

控除限度額

26年１月１日～
26年３月31日

一般の住宅 2,000万円 20万円 所得税の課税総所
得金額等×５％
（最高97,500円）

認定住宅
（※１） 3,000万円 30万円

26年４月１日～
29年12月31日

一般の住宅 4,000万円 40万円 所得税の課税総所
得金額等×７％
（最高136,500円）

認定住宅
（※１） 5,000万円 50万円

※１…認定住宅とは、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅です。
◎26年４月１日から29年12月31日までの欄の金額は、消費税等の税率が８％
または10％である場合の金額です。
◆上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
　上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10％軽減税率（所得税７％、個人住
民税３％）の特例措置は、25年12月31日で廃止されました。26年１月１日
以後は、本則税率の20％（所得税15％、個人住民税５％）が適用されます。
◆上場株式等の配当等に係る税率

改正前（～25年12月31日） 改正後（26年１月１日～）
10％（所得税７％、個人住民税３％） 20％（所得税15％、個人住民税５％）
◆上場株式等の譲渡所得等に係る税率

区分 改正前
（～25年12月31日）

改正後
（26年１月１日～）

金融商品取引業者
等を通じた売却等

10％（所得税７％、個人住
民税３％） 20％（所得税15％、個人

住民税５％）上記以外 20％（所得税15％、個人
住民税５％）

◎平成49年までは復興特別所得税(25年0.147%、26年以降0.315%)が加
算されます。
問市民税課☎２９９８‐９０６４

平成27年度から適用される 個人住民税の税制改正

臨
時
福
祉
給
付
金
の
給
付
対
象
と
な

る
可
能
性
の
あ
る
世
帯
に
対
し
て
申
請

書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。
お
早
め
に
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
平
成
26
年
１
月
１
日
に
所
沢
市
に
住

民
登
録
が
あ
り
、
26
年
度
の
市
民
税

が
非
課
税
の
方

◎
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶

養
親
族
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

申
申
請
書
に
記
載
・
押
印
の
上
、
必
要

書
類
を
添
付
し
、
返
信
用
の
封
書
で

郵
送

相
談
窓
口　

市
役
所
５
階

◎
給
付
対
象
と
思
わ
れ
る
方
で
申
請
書

が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

市
町
村
や
厚

生
労
働
省
な
ど

が
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操

作
を
お
願
い
す

る
こ
と
や
給
付

金
支
給
の
た
め

に
手
数
料
の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

問
臨
時
福
祉
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０

-

０
２
６

-

０
８
８

 

申
請
期
限
が
迫
っ
て
い
ま
す

臨
時
福
祉
給
付
金

12
月
26
日
㈮
消
印
有
効

10
月
14
日
に
提
出
さ
れ
た
「
防
音
校
舎

の
改
修
事
業
が
定
め
ら
れ
た
整
備
方
針
に

基
づ
き
行
わ
れ
る
こ
と
に
関
す
る
住
民
投

票
条
例
の
制
定
を
求
め
る
署
名
簿
」
に
つ

い
て
選
挙
管
理
委
員
会
で
の
審
査
の
結
果
、

有
効
署
名
総
数
が
有
権
者
の
50
分
の
１
を

超
え
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
市
長
は
請
求
代
表
者
か
ら
提

出
さ
れ
た
条
例
案
に
意
見
を
附
し
、
12
月

定
例
会
に
付
議
し
ま
し
た
。

今
後
は
議
会
で
審
議
さ
れ
、
そ
の
結
果

に
つ
い
て
告
示
お
よ
び
公
表
し
ま
す
。

問
文
書
行
政
課
☎
２
９
９
８

-

９
０
４
３

冬
場
は
火
災
や
事
故
、犯
罪
に

気
を
付
け
ま
し
ょ
う

　

冬
場
は
空
気
が
乾
燥
し
、
暖
房
機
器
な
ど
の
使
用

も
多
く
な
る
こ
と
か
ら
、
火
災
が
多
発
し
ま
す
。
ま

た
年
末
年
始
に
か
け
て
飲
酒
運
転
や
犯
罪
被
害
な
ど

も
起
き
や
す
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

前回の様子

防
音
校
舎
の
除
湿
工
事
（
冷
房
工
事
）
の

計
画
的
な
実
施
に
関
す
る
住
民
投
票
条
例

を
議
会
に
付
議

〜
５
ｍ
の
巨
大
ツ
リ
ー
（
モ
ミ
の
木
）
で
お
出
迎
え
〜

「
季
節
を
楽
し
む
景
観
ま
ち
づ
く
り
」
展
示
会

過去のイベントの様子
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